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若
林
章
喜
（
ま
ち
だ
新
世
紀
）

　

�　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
向
け
て
、

町
田
市
の
取
り
組
み
は
。

　

浜
副
市
長　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
開
催
の
意

義
を
十
分
認
識
し
、
市
の
部
署
が

相
互
に
連
携
し
て
積
極
的
に
招
致

活
動
に
協
力
し
て
い
き
た
い
。

　

�　

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
場

で
き
る
よ
う
な
選
手
の
育
成
に
市

と
し
て
取
り
組
ん
で
は
ど
う
か
。

　

文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
部
長　

定

問問

期
的
に
行
わ
れ
る
障
が
い
者
の
競

技
大
会
を
市
民
と
と
も
に
盛
り
上

げ
る
こ
と
が
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

に
つ
い
て
も
機
運
を
高
め
る
こ
と

に
つ
な
が
る
と
考
え
ま
す
。

　

�　

小
学
校
廃
校
跡
地
に
つ
い

て
は
、
活
用
の
方
針
を
早
期
に
決

定
す
べ
き
だ
が
ど
う
か
。

　

政
策
経
営
部
長　

今
後
の
利
用

方
法
に
つ
い
て
は
現
状
や
大
規
模

未
利
用
地
の
利
用
状
況
、
公
共
施

設
の
配
置
状
況
等
を
踏
ま
え
検
討

し
て
い
き
た
い
。

問

東

京

五

輪

の

開

催 

に

向

け

て 

学

校

給

食

に

つ

い

て

の
拡
充
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
現
状
の
施
設
条
件
の
も
と
で

も
実
施
で
き
る
方
法
を
検
討
し
、

可
能
な
限
り
回
数
増
に
努
め
ま
す
。

　

�　

給
食
費
未
納
者
を
教
育
委

員
会
が
一
括
管
理
す
べ
き
と
提
案

し
た
が
、
そ
の
議
論
は
ど
こ
ま
で

進
ん
だ
か
。

　

学
校
教
育
部
長　

来
年
四
月
実

施
に
向
け
て
学
校
給
食
費
徴
収
規

則
の
制
定
手
続
き
を
進
め
て
お
り
、

最
終
的
に
は
一
括
し
て
教
育
委
員

会
で
対
応
す
る
予
定
で
す
。

問

　

市
川
勝
斗
（
ま
ち
だ
新
世
紀
）

　

�　

町
田
市
の
食
育
に
関
す
る

基
本
的
な
考
え
方
は
。

　

市
長　

食
育
の
取
り
組
み
は
、

健
全
な
食
生
活
を
実
践
す
る
上
で

必
要
不
可
欠
で
す
。
市
で
は
、
教

育
委
員
会
等
で
食
育
を
推
進
す
る

と
と
も
に
地
元
農
産
物
の
給
食
へ

の
供
給
も
生
産
者
と
連
携
し
て
お

り
、
こ
れ
を
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

　

�　

米
飯
給
食
の
回
数
を
増
加

し
て
は
い
か
が
か
。

　

学
校
教
育
部
長　

施
設
整
備
面

問問

高

い

有

料

ゴ

ミ

袋 

を

値

下

げ

せ

よ

！

　

防
災
安
全
担
当
部
長　

市
民
相

談
室
に
豪
雨
災
害
相
談
窓
口
を
設

置
し
ま
し
た
。
今
後
は
防
災
安
全

課
で
対
応
し
ま
す
。
ま
た
生
命
の

安
全
を
図
る
方
策
を
検
討
し
ま
す
。

　

�　

自
転
車
事
故
ゼ
ロ
に
対
す

る
道
路
行
政
の
課
題
と
対
策
は
。

　

建
設
部
長　

課
題
と
し
て
は
、

道
路
空
間
の
確
保
や
法
令
の
遵
守

な
ど
で
す
。
対
応
策
は
、
ハ
ー
ド

面
の
整
備
を
警
察
と
協
議
し
、
啓

発
面
で
体
験
型
自
転
車
安
全
教
室

を
検
討
し
て
い
ま
す
。

問

　

谷
沢
和
夫（
民
主
党
・
社
民
ネ
ッ
ト
）

　

�　

近
年
「
電
磁
波
公
害
」
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

経
産
省
も
そ
の
対
応
に
乗
り
出
し

て
い
る
。
市
も
積
極
的
な
対
応
を
。

　

環
境
資
源
部
長　

一
定
の
研
究
、

調
査
が
必
要
と
考
え
ま
す
。
都
や

国
な
ど
の
情
報
を
、
環
境
保
全
課

を
中
心
に
収
集
し
た
い
。

　

�　

火
災
警
報
機
設
置
義
務
化

（
全
室
）
に
伴
う
市
民
の
負
担
軽

減
策
を
講
じ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

防
災
安
全
担
当
部
長　

一
般
家

問問

庭
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
町
内

会
・
自
治
会
な
ど
に
よ
る
共
同
購

入
の
紹
介
を
行
い
、
少
し
で
も
負

担
の
軽
減
を
図
れ
る
よ
う
支
援
を

行
い
ま
す
。

　

�　

米
原
子
力
空
母
横
須
賀
入

港
時
、
厚
木
基
地
に
飛
来
す
る
ジ

ェ
ッ
ト
戦
闘
機
騒
音
へ
の
対
応
は
。

　

政
策
経
営
部
長　

一
一
月
に
厚

木
基
地
騒
音
対
策
協
議
会
へ
、
市

が
正
式
加
入
す
る
予
定
で
す
。
今

後
も
周
辺
自
治
体
と
連
携
を
強
め

な
が
ら
抗
議
活
動
を
行
い
た
い
。

問

　

中
山
勝
子
（
自
由
民
主
党
）　

　

�　

ダ
リ
ア
園
の
入
場
者
数
が

減
少
し
て
い
る
。
対
策
を
。

　

地
域
福
祉
部
長　

ま
ず
、
既
存

の
施
設
の
一
部
を
来
客
者
が
憩
え

る
場
所
に
し
た
り
、
グ
リ
ー
ン
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
な
ど
の
人
材
を
活
用

す
る
な
ど
の
対
策
を
行
い
ま
す
。

　

�　

町
田
を
代
表
す
る
観
光
資

源
と
し
て
、
観
光
施
策
と
の
ジ
ョ

イ
ン
ト
や
、
ア
ク
セ
ス
の
改
善
を
。

　

経
済
観
光
部
長　

ま
ち
だ
さ
く

ら
め
ぐ
り
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
散
策

問問

コ
ー
ス
と
し
て
紹
介
し
た
り
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
散
策
の
Ｐ
Ｒ

な
ど
も
進
め
て
い
き
た
い
。

　

�　

身
近
な
民
有
緑
地
は
、
貴

重
な
財
産
で
あ
る
。
近
隣
住
民
は

地
権
者
が
維
持
管
理
し
て
い
る
緑

地
の
恩
恵
を
享
受
し
て
い
る
の
で

民
有
緑
地
の
保
全
策
を
。

　

都
市
づ
く
り
部
長　

民
有
緑
地

は
、
個
人
が
管
理
す
る
と
い
う
考

え
方
で
、
そ
れ
以
外
の
場
所
は
緑

地
保
全
の
森
な
ど
の
方
が
管
理
が

行
き
届
く
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

今

、

最

盛

期

の

ダ

リ

ア

園

の

Ｐ

Ｒ

を

「

電

磁

波

公

害

」 

へ

の

市

の

対

応

は

　

川
畑
一
隆
（
公
明
党
）

　

�　

ご
み
収
集
を
有
料
化
す
る

際
に
、
市
民
に
新
た
な
環
境
向
上

策
を
約
束
し
て
い
た
が
、
未
だ
に

実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
市
民
か
ら

負
担
軽
減
を
行
う
時
期
だ
と
の
声

が
多
い
。
見
解
を
問
う
。

　

環
境
資
源
部
長　

減
量
達
成
の

た
め
一
定
の
負
担
感
の
あ
る
額
と

し
て
い
ま
す
。
今
後
も
分
別
収
集

で
き
る
品
目
を
ふ
や
し
ま
す
。

　

�　

豪
雨
被
害
の
対
応
並
び
に

今
後
へ
の
反
映
策
は
。

問問

　

大
塚
信
彰
（
ま
ち
だ
新
世
紀
）

　

�　

市
制
五
〇
周
年
記
念
事
業

を
踏
ま
え
、
市
民
協
働
に
よ
る
市

民
祭
を
開
催
す
る
考
え
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

　

岩
崎
副
市
長　

お
祭
り
を
通
じ

て
市
民
間
の
交
流
が
活
発
に
行
わ

れ
、
あ
わ
せ
て
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
活
性
化
に
大
い
に
貢
献
す
る

も
の
と
認
識
し
て
お
り
、
市
民
中

心
の
お
祭
り
は
必
要
で
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

�　

市
の
施
策
全
般
に
産
業
振

問問

興
の
視
点
を
持
つ
こ
と
を
市
の
責

務
と
し
て
位
置
づ
け
る
（
仮
）
産

業
振
興
基
本
条
例
の
制
定
を
望
む
。

　

浜
副
市
長　

（
仮
）
産
業
振
興

基
本
条
例
は
現
在
検
討
を
進
め
て

お
り
、
市
の
産
業
振
興
の
基
本
方

針
を
示
す
も
の
と
し
た
い
。
本
条

例
に
よ
り
、
産
業
振
興
の
基
本
方

針
を
示
す
こ
と
で
経
済
関
係
団
体

等
の
行
う
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
振
興

策
の
方
向
が
明
確
に
な
り
、
着
実

か
つ
効
果
的
に
政
策
実
現
が
図
れ

る
も
の
と
考
え
ま
す
。

市

民

祭

の

開

催

／ 

産

業

振

興

条

例

を

意見書（要旨）�意見書（要旨）�
議員提出議案�

第３回定例会では意見書１１件・決議１件（１面に掲載）
を可決し、議長名で関係行政庁へ提出しました。

要旨は次のとおりです。

「
協
同
労
働
の
協
同
組
合
法

（
仮
称
）
」
の
速
や
か
な
制

定
を
求
め
る
意
見
書 

　

大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い

る
労
働
環
境
を
地
域
の
課
題
と
し

て
、
地
域
住
民
自
ら
解
決
す
る
こ

と
を
目
指
し
事
業
展
開
し
て
い
る

「
協
同
労
働
の
協
同
組
合
」
は
、

市
民
事
業
に
よ
る
市
民
主
体
の
ま

ち
づ
く
り
を
創
造
す
る
も
の
で
あ

り
、
働
く
こ
と
・
生
き
る
こ
と
に

困
難
を
抱
え
る
人
々
自
身
が
社
会

連
帯
の
中
で
仕
事
を
お
こ
し
社
会

に
参
加
す
る
道
を
開
く
も
の
で
根

拠
法
が
な
い
な
ど
社
会
的
理
解
が

低
い
の
が
現
状
で
す
。
国
と
し
て

も
社
会
の
実
情
を
踏
ま
え
就
労
の

創
出
、
地
域
の
再
生
、
少
子
・
高

齢
社
会
に
対
応
す
る
有
力
な
制
度

と
し
て
「
協
同
労
働
の
協
同
組
合

法
」
の
速
や
か
な
る
制
定
を
求
め

ま
す
。

　
　

衆
議
院
議
長
ほ
か
五
件
あ
て

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
で
こ

の
数
年
の
間
に
地
図
情
報
に
併
せ

て
そ
の
地
点
の
実
写
画
像
を
提
供

す
る
企
業
が
複
数
登
場
し
て
い
る
。

　

町
田
市
議
会
は
、
政
府
及
び
関

係
機
関
に
以
下
を
求
め
る
。

一
�
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
国
に

. 地
域
安
全
に
関
す
る
意
見
書

　

法
人
税
法
第
三
五
条
は
中
小
企

業
の
役
員
給
与
の
一
部
が
損
金
不

算
入
の
扱
い
と
な
る
も
の
で
、
中

小
企
業
の
過
大
な
負
担
を
生
じ
さ

せ
る
も
の
で
あ
り
、
活
性
化
を
阻

害
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
我
が
国
の
租
税
体
系
に
お
け

る
整
合
性
と
い
う
点
に
お
い
て
問

題
が
あ
り
、
法
人
課
税
上
の
新
た

な
不
公
平
を
生
じ
さ
せ
る
恐
れ
の

あ
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
等
の
問

題
も
あ
り
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
必

要
が
あ
る
。
よ
っ
て
町
田
市
議
会

は
国
に
対
し
、
法
人
税
法
第
三
五

条
、
オ
ー
ナ
ー
課
税
制
度
に
関
す

る
規
定
の
削
除
を
求
め
る
も
の
で

あ
る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
四
件
あ
て

法
人
税
法
の
一
部
の
改
正
を

求
め
る
意
見
書

　

平
成
一
九
年
六
月
の
社
会
保
険

庁
改
革
関
連
法
案
の
成
立
に
よ
り
、

国
民
年
金
保
険
料
未
納
者
に
対
し
、

国
民
健
康
保
険
短
期
被
保
険
者
証

を
発
行
し
国
保
の
保
険
証
更
新
手

続
き
に
あ
わ
せ
て
催
促
す
る
規
定

な
ど
が
導
入
さ
れ
た
。
国
民
健
康

保
険
料
の
収
納
対
策
に
苦
慮
し
て

い
る
中
で
別
制
度
で
あ
る
国
民
年

金
保
険
料
の
滞
納
を
理
由
に
、
国

民
健
康
保
険
料
を
滞
納
し
て
も
い

な
い
住
民
の
保
険
証
を
取
り
上
げ
、

短
期
保
険
証
を
交
付
す
る
こ
と
は
、

趣
旨
自
体
、
適
切
と
は
言
え
な
い
。

よ
っ
て
町
田
市
議
会
は
国
会
及
び

政
府
に
対
し
国
民
年
金
未
納
者
に

対
す
る
国
保
短
期
被
保
険
者
証
の

交
付
に
関
す
る
規
定
を
速
や
か
に

削
除
す
る
こ
と
を
強
く
要
請
す
る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
四
件
あ
て

国
民
年
金
保
険
料
未
納
者
に

対
す
る
国
保
短
期
被
保
険
者

証
の
交
付
に
関
す
る
意
見
書

子
育
て
支
援
策
の
拡
充
を
求

め
る
意
見
書

　

子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
育
つ

こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
の
た

め
政
府
に
対
し
、
子
育
て
支
援
策

の
拡
充
の
た
め
、
次
の
項
目
を
含

め
早
急
な
実
施
を
要
望
す
る
。

一
�
次
世
代
育
成
支
援
策
の
拡
充

に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
。

二
�
要
保
護
児
童
が
家
庭
的
環
境

で
個
別
的
な
ケ
ア
を
受
け
ら
れ
る

体
制
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。

三
�
家
庭
的
保
育
事
業
を
法
律
上

創
設
し
、
研
修
体
制
の
整
備
拡
充

等
を
図
る
こ
と
。

四
�
施
設
の
最
低
基
準
や
措
置
費

の
改
善
を
図
る
こ
と
。

五
�
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策

定
・
届
出
の
義
務
づ
け
の
対
象
範

囲
を
従
業
員
一
〇
一
人
以
上
の
企

業
に
拡
大
し
、
周
知
と
行
動
計
画

策
定
等
の
支
援
に
つ
と
め
る
こ
と
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
三
件
あ
て

.....

教
員
の
質
を
高
め
、
生
徒
一

人
あ
た
り
の
教
員
数
の
拡
充

を
求
め
る
意
見
書 

　

日
本
の
平
均
学
級
規
模
は
初
等

教
育
段
階
で
二
五
・
六
人
、
前
期

中
等
教
育
段
階
で
三
〇
・
〇
人
と

妊
婦
健
康
診
査
助
成
に
か
か

る
財
政
措
置
を
求
め
る
意
見

書

　

妊
婦
健
康
診
査
を
経
済
的
理
由

で
受
診
し
な
い
妊
婦
が
増
加
傾
向

に
あ
る
。
厚
生
労
働
省
は
、
妊
婦

健
康
診
査
の
公
費
負
担
回
数
は
一

四
回
程
度
が
望
ま
し
く
、
少
な

　

物
価
高
や
負
担
増
で
苦
し
む
年

金
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
負
担
を
こ

れ
以
上
重
く
し
な
い
た
め
に
も
、

国
は
当
初
の
計
画
で
示
し
た
と
お

り
、
国
の
負
担
割
合
を
二
五
％
保

障
す
る
と
と
も
に
、
調
整
交
付
金

は
上
乗
せ
で
行
う
べ
き
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
町
田
市
議
会
は
、
国

に
対
し
、
介
護
保
険
制
度
の
国
庫

負
担
を
引
き
上
げ
る
こ
と
を
強
く

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出

す
る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
四
件
あ
て

介
護
保
険
制
度
の
国
庫
負
担

の
引
き
上
げ
を
求
め
る
意
見

書

寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
実
態
調
査
を

は
じ
め
、
現
状
把
握
に
努
め
る
こ

と
。

一
�
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

な
い
国
民
に
、
必
要
な
広
報
活
動

を
行
う
こ
と
。

一
�
住
居
専
用
地
域
の
公
開
の
適

否
に
つ
き
、
国
民
の
意
見
聴
取
の

上
、
事
業
者
に
対
す
る
指
導
を
行

う
こ
と
。

一
�
個
人
や
自
宅
等
を
無
許
可
で

撮
影
し
、
無
断
で
公
開
す
る
行
為

に
つ
き
、
都
道
府
県
迷
惑
防
止
条

例
上
の
迷
惑
行
為
と
し
て
加
え
る

こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
。

一
�
必
要
に
応
じ
て
法
整
備
を
行

う
こ
と
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
四
件
あ
て

....

な
っ
て
お
り
、
諸
外
国
の
平
均
学

級
規
模
に
比
べ
る
と
十
分
と
は
言

え
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

よ
っ
て
町
田
市
議
会
は
、
す
べ

て
の
児
童
・
生
徒
に
行
き
届
い
た

教
育
を
実
現
す
る
た
め
、
子
ど
も

の
数
が
減
る
以
上
に
教
員
の
数
を

減
ら
す
こ
と
な
ど
を
定
め
た
規
定

を
削
除
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て

教
員
数
を
拡
充
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加

盟
国
平
均
並
み
の
学
級
規
模
（
一

学
級
あ
た
り
初
等
教
育
段
階
で
二

一
・
五
人
、
前
期
中
等
教
育
段
階

で
二
四
・
一
人
）
と
す
る
よ
う
強

く
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
二
件
あ
て←


